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佐
藤　

清
治

問　

第
４
回
検
討
委
員
会
で
方
向

が
決
め
ら
れ
た
よ
う
だ
が
耐
震
補

強
大
規
模
改
修
案
に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
た
の
か
。

答
総
務
部
長　

耐
震
補
強
、
大
規

模
改
修
を
実
施
し
、
延
命
を
図
っ

た
と
し
て
も
短
期
的
に
は
初
期
投

資
が
抑
え
ら
れ
る
が
長
期
的
に
は

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
が
割
高

に
な
る
。

　

ま
た
補
強
ブ
レ
ー
ス
の
設
置
に

よ
り
、
現
在
の
執
務
ス
ペ
ー
ス
や

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
ス
ペ
ー
ス
が
さ

ら
に
狭
あ
い
化
が
進
ん
で
し
ま
う

な
ど
の
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

　

４
案
の
中
で
本
庁
舎
集
約
案

を
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
決

定
し
た
。

問　

耐
震
補
強
と
大
規
模
改
修
も

含
め
建
物
は
65
年
で
取
り
こ
わ
す

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
耐

震
補
強
、
大
規
模
改
修
を
行
っ
て

も
、
18
年
で
取
り
こ
わ
す
と
い
う

の
は
納
得
で
き
な
い
。

答
総
務
部
長　

65
年
は
国
交
省
か

ら
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
と

し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
計
算
の
仕

方
で
あ
る
。

問　

本
庁
舎
に
つ
い
て
は
市
民
の

皆
さ
ん
が
納
得
し
て
い
た
だ
く
に

は
耐
震
診
断
を
行
う
方
が
よ
い
と

思
う
が
。

答
総
務
部
長　

Ｉ
Ｓ
値
の
計
算
に

つ
い
て
は
第
一
次
診
断
、
設
計
図

を
見
て
、
0.2
の
評
価
で
あ
り
、
耐

震
診
断
を
し
て
明
確
な
答
え
を
出

し
た
ら
い
い
と
の
こ
と
に
つ
い
て

は
費
用
も
か
か
る
。

　

今
回
の
庁
舎
の
建
設
に
つ
い
て

は
迅
速
な
対
応
が
必
要
な
の
で
現

在
は
耐
震
診
断
は
考
え
て
い
な

い
。

伊
藤　

正
勝

問　

大
惨
事
の
教
訓
を
も
と
に
、

防
災
対
策
や
計
画
の
見
直
し
を
急

ぐ
べ
き
で
あ
る
。
▽
避
難
所
の
特

定
化
▽
木
造
密
集
や
道
路
の
狭
い

地
区
を
モ
デ
ル
に
指
定
▽
自
主
防

に
よ
る
消
防
団
設
置
▽
消
火
器
の

全
戸
配
備
▽
災
害
マ
ッ
プ
、
防
災

情
報
の
周
知
な
ど
具
体
的
、
実
践

的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

答
市
長　

▽
避
難
所
に
つ
い
て
は
、

安
全
確
認
の
必
要
な
ど
か
ら
特
定

化
は
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
長
期

化
も
想
定
し
自
治
会
ご
と
の
場
所

の
特
定
を
検
討
す
る
▽
防
災
モ
デ

ル
地
区
は
そ
の
有
効
性
を
研
究
。

▽
消
火
器
に
つ
い
て
は
自
主
防
災

へ
の
助
成
金
の
対
象
に
し
て
お

り
、
実
情
に
合
わ
せ
た
配
備
を
進

め
る
。
▽
防
災
マ
ッ
プ
は
全
戸
配

布
の
他
、
自
主
防
災
活
動
や
出
前

講
座
を
活
用
し
周
知
を
は
か
り
た

い
。
▽
地
域
防
災
計
画
は
こ
の
秋

に
吉
川
市
防
災
会
議
を
開
き
、
原

案
に
つ
い
て
市
民
の
意
見
を
求
め

た
上
、
年
度
内
に
改
定
す
る
段
取

り
で
あ
る
。

◆
新
庁
舎
は
安
心
の
砦
か

答
総
務
部
長　

庁
舎
は
行
政
機
能

の
維
持
だ
け
で
な
く
、
危
機
の
発

生
時
に
は
災
害
対
策
の
本
部
、
防

災
活
動
の
拠
点
と
な
る
場
で
す
。

新
庁
舎
は
耐
震
性
、
防
火
性
、
非

常
用
電
源
の
採
用
な
ど
に
よ
り
、

地
震
、
水
害
等
に
迅
速
に
対
応
出

来
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
防
災
の

拠
点
と
な
り
得
る
も
の
で
す
。

加
藤　

克
明

問　

吉
川
市
を
代
表
す
る
「
な
ま

ず
」「
川
魚
料
理
」「
八
坂
祭
り
」「
な

ま
ず
マ
ラ
ソ
ン
」
な
ど
、
更
な
る

発
展
を
す
る
た
め
今
後
、
観
光
資

源
の
有
効
活
用
と
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ

を
市
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
か
。

答
市
長　

川
で
栄
え
た
歴
史
を
持

つ
吉
川
は
、
古
く
か
ら
う
な
ぎ
や

な
ま
ず
な
ど
の
川
魚
料
理
の
食
文

化
が
根
付
き
、
ま
た
、
八
坂
祭
り

に
つ
き
ま
し
て
も
四
百
年
以
上
の

歴
史
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
当
市
に

お
い
て
重
要
な
観
光
資
源
で
す
。

今
後
も
、
関
係
団
体
と
協
力
連
携

の
も
と
、
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
事
業
を

展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
県
営
吉
川
公
園
に
つ
い
て

問　

市
内
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
少
な

い
と
い
う
声
が
、
市
民
の
方
か
ら

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
五
次
総

合
振
興
計
画
の
中
に
、
ス
ポ
ー
ツ

を
楽
し
め
る
活
動
場
所
の
確
保
に

努
め
ま
す
、
と
あ
り
ま
す
が
、
今

後
、
ど
の
よ
う
な
計
画
を
お
考
え

で
す
か
。

答
教
育
長　

現
時
点
で
の
新
た
な

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
計
画
は
考
え
て

い
な
い
。
公
園
の
整
備
や
遊
水
池

の
整
備
に
あ
わ
せ
、
施
設
の
有
効

活
用
と
と
も
に
、
既
存
の
施
設
の

有
効
活
用
が
で
き
る
様
、
維
持
管

理
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
場

所
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

問　

市
内
の
公
園
面
積
と
、
一
人

当
た
り
の
公
園
面
積
は
ど
う
で

す
か
。

答
都
市
建
設
部
長　

市
内
の
総
公

園
面
積
は
、
52
．
57 

ha
、
一
人
当

た
り
の
公
園
面
積
は
、
24
年
４
月

１
日
現
在
、
７
．
79
㎡
、
県
東
南

部
地
区
４
市
１
町
と
比
較
す
る

と
、
松
伏
町
に
続
い
て
２
番
目
の

保
有
面
積
と
な
っ
て
い
ま
す
。

庁
舎
建
設
問
題
に
つ
い
て

避
難
場
所
の
特
定
化
を

急
げ

観
光
資
源
の
有
効
活
用
に
つ
い
て

身近で気軽に利用できる公園等の整備が求められる




